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6歳未満の乳幼児に対して⼩児特有の感染予防策※を講じた上で外来診療等を実施した場合
初再診にかかわらず患者毎に以下の点数を特例的に算定できる
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2021年9月28日、厚生労働省保険局医療課は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取
扱いについて（その63）」と題する事務連絡を発出しました。今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、
特に手厚い感染症対策が必要であること等を踏まえて実施されてきた小児の外来診療等に係る特例的な評
価については、10月診療分から令和4年3月診療分まで以下の取扱いとなります。

感染防止対策の継続支援について

一方、令和3年4月から算定可能となった以下の感染症対策実施加算は、当初の予定通り9月末をもって廃止
されました。

令和3年9⽉診療分まで
医科︓100点
⻭科︓55点
調剤︓12点

令和3年10⽉診療分〜令和4年3⽉診療分まで
医科︓50点
⻭科︓28点
調剤︓6点

※ 「⼩児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針」を参考に
感染予防策を講じた上で保護者に説明し同意を得ること

必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合、令和3年4⽉診療分から9⽉診療分まで

・医科外来等感染症対策実施加算︓1回あたり5点加算
・⻭科外来等感染症対策実施加算︓1回あたり5点加算
・調剤感染症対策実施加算 ︓1回あたり4点加算
・訪問看護感染症対策実施加算 ︓30回につき1,500円加算
・⼊院感染症対策実施加算 ︓1⽇につき10点加算

その他、「新型コロナ患者の診療に係る診療報酬上の特例的な対応の拡充」として、以下の診療報酬が算定
可能となりました。

疑い患者への外来診療の特例拡充＜令和4年3⽉末まで＞
院内トリアージ実施料の特例300点→550点
※ 診療･検査医療機関に限定、⾃治体HPでの公表が要件

コロナ患者への外来の特例拡充
ロナプリーブ投与の場合:950点→2,850点(3倍)
その他の場合 :950点

⾃宅･宿泊療養者への緊急の訪問/電話等による服薬指導への特例拡充
訪問:500点/電話等:200点

⾃宅･宿泊療養者の服薬状況の医療機関への⽂書による情報提供の特例
30点(⽉1回まで)→算定上限撤廃
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そして新たに「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」が新設されました。

補
助
基
準
額

︵
上
限
額
︶

病院･有床診療所(医科･⻭科) 10万円上限

無床診療所(医科･⻭科) 8万円上限

薬局、訪問看護事業者、助産所 6万円上限

対象経費

令和3年10⽉1⽇〜12⽉31⽇までに新型コロナウイルス感染拡⼤
防⽌対策に要した次の経費(従前から勤務している者及び通常の医
療の提供を⾏う者に係る⼈件費は除く)
賃⾦、報酬、謝⾦、会議費、旅費、需⽤費(消耗品費、印刷製本
費、材料費、光熱⽔費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費
(通信運搬費、⼿数料、保険料)、委託料、使⽤料及び賃借料、
備品購⼊費

申請⼿続 令和3年11⽉1⽇(予定)から令和4年1⽉31⽇

申請⽅法
事業に要する費⽤が確定(物品であれば納品が完了し、費⽤が確
定)してからインターネットを利⽤した電⼦申請
厚⽣労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21485.html

申請内容
電⼦申請により、基本情報(施設名称、施設類型、代表者職名・
⽒名、連絡先、振込先等)及び感染拡⼤防⽌対策に要した費⽤
(品⽬、数量、⾦額等)を⼊⼒ ※領収書等の証拠書類の提出は
省略するが交付決定から5年間の保管が必要

補助⾦の交付決定等
申請についての審査が⾏われ、補助⾦の交付を決定した医療機関
等には「交付決定及び交付額確定通知書」が郵送され、請求書に
記載の⾦融機関へ振込が⾏われる

留意事項

• 本補助⾦を活⽤し30万円以上(地⽅公共団体は50万円以上)
の機械、器具及びその他の財産を取得した場合、当該財産を耐
⽤年数より前に補助⾦の⽬的外に使⽤することや、譲渡、交換、
貸付、担保、廃棄する場合には厚⽣労働⼤⾂の承認が必要にな
り、内容によって補助の全部⼜は⼀部の返納が求められる

• 本補助⾦の申請は1回限りのため、申請漏れ等ないように確認す
ること

• 同⼀の物品等に対して本補助⾦と他の補助⾦を重複して受けとる
ことは不可

申請に関する相談先 厚⽣労働省医療提供体制⽀援補助⾦コールセンター
電話︓0120-336-933(平⽇ 9:30〜18:00)

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その63）」（厚生労働省) 
https://www.mhlw.go.jp/content/000837003.pdf
「感染防止対策の継続支援」の周知について （厚生労働省）
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「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」 （厚生労働省) 
https://www.mhlw.go.jp/content/000705761.pdf
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その35）」の一部訂正について（厚生労働省) 
https://www.mhlw.go.jp/content/000761560.pdf
「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」のご案内（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000840772.pdf を加工して作成


